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県外へ避難されている被災者の皆さまへ 
 
東日本大震災の発生から４年が経過しました。 

改めまして，震災犠牲者の方々に，謹んで哀悼の意を表しますとともに，被害に

遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。 

宮城県内では，各地で復興の槌音が響き，復興に向けた取組が一歩一歩着実に進

展しておりますが，一方で，現在も多くの被災者の方々が応急仮設住宅などで不自

由な生活を強いられております。 

また，多くの方々が，ふるさと宮城を離れ，全国各地に避難されているなど，本

当に胸が痛む思いでおります。 

県では，被災者の皆さまに一日も早く生活再建を果たし，復興を実感していただ

けるよう，被災市町とともに，全力で復興の加速化に取り組んでいるところです。 

多くの被災者の皆さまにとって，生活再建の第一歩となる災害公営住宅の整備に

つきましては，平成２８年３月までに計画全体の７割を超える戸数が完成する見通

しとなっており，被災地域では，新しいまちづくりに合わせて，地域コミュニティ

の再生に向けた取組や，被災した事業者が事業を再開するなど，明るい話題も増え

てまいりました。 

県といたしましては，避難されている皆さまの「ふるさとに帰りたい」という思

いをしっかりと受け止め，一日も早く宮城県へお戻りいただけるよう，引き続き復

興に全力を尽くすとともに，避難元の市町や現在お住まいの自治体の方々とも連携

し，皆さまの帰郷に向けた支援に努めてまいります。 

皆さまが，一日も早く，宮城の地へ帰郷されますよう，そして，それまでの間，

お体を大切にされ，健康に過ごされますよう，心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

～みやぎ復興定期便をお届けします～ 

県外へ避難されている皆さまへ，新年度の始ま

りに際し，宮城県知事のメッセージと復興の進捗

状況をお届けします。 



※事業着手：設計等に入るなど事業に着手した戸数 

■ 防災集団移転・区画整理 

 

現在，宮城県内の 21 市町 236 地区におい

て，災害公営住宅の整備が進められています。         

宮城県全体で，平成 29年度までに，約 15,000

戸を整備する計画で，今年３月末日時点で，計

画の89.4％にあたる約13,845戸分の工事に着

手しており，21 市町で 5,289 戸が完成しました

（34.1％）。 

 

■ 災害公営住宅 

平成 27年２月末現在，12市町 195地区で防災集

団移転促進事業が計画され，82地区で住宅等の建築

が可能となっています（42.1％）。造成工事に着手した

地区数は，県全体の 100％に達しています。 

また，土地区画整理事業では，県全体の約 90％で

事業が許可され，9市町 27地区（79.4％）で工事が始

まりました。 

 

 

 

 

※ 女川町は事業認可を４箇所取得しているが，1地区として計上 

造成工事着手：工事請負契約の締結等が完了したもの。 
住宅等建築工事可能：土地を購入又は借地し，住宅を建てられる準備が整った状態のもの。 
事業認可：事業計画が知事の認可を受けたもの。 
工事着工：事業認可後，地元調整や工事契約手続が完了し，施工業者が区画整理事業 

用地内の工事に着手したもの（伐採や搬入路等の準備工も含む）。 

 ▲新しいまちづくりが進む玉浦西地区（岩沼市） 

▲JR常磐線工事の様子（山元町） 

災害公営住宅整備（事業着手）状況 （平成 27 年 3 月 31 日現在）   

    市町別の防災集団移転促進事業，土地区画整理事業の状況 

 ▲多賀城市桜木地区周辺の災害公営住宅 


